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保有物件での太陽光発電事業についての合意に関するお知らせ 
 
本日、GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、グローバル・ロジスティック・プロパティ

ーズ株式会社（以下「GLP」といいます。）（注）との間で「太陽光発電事業に関する合意書」（以下「本

合意書」といいます。）を締結し、本投資法人が現在保有する下記 2. に記載の 6 物件（以下「本物件」とい

います。）において GLP の関連会社である GLP ソーラー合同会社（以下「ソーラー合同会社」といいま

す。）が太陽光発電事業を行うことについて合意しましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
1. 本合意書の詳細について 

本投資法人は、太陽光発電設備の設置を目的とした本物件の屋根（以下「本件屋根」といいます。）の賃

借に関する GLP からの提案を受け、賃貸条件等の折衝を行っておりましたが、本日その合意に至ったもので

す。 
 本合意書において、本投資法人と GLP は、ソーラー合同会社が、GLP の指定する信託銀行を通じて本投

資法人から本件屋根を一定の条件で賃借し、本件屋根に太陽光発電設備を設置することについて合意してお

ります。本合意書に基づく、本件屋根の賃貸借契約については、その詳細を別途協議の上、後日締結される

予定です。 
本対象物件への太陽光発電設備の設置工事は、平成 25 年中に順次開始し、平成 26 年 2 月頃に完了する見

込みです。また、本件屋根の貸賃料の発生は、各物件における電力供給開始時期からとなりますが、本物件

すべての電力供給が行われた場合、年間で約 33 百万円の収益増加が見込まれます。 
なお、GLP が行う太陽光発電事業の詳細につきましては、平成 25 年 1 月 21 日付で発表された GLP のニ

ュースリリース http://www.glprop.co.jp/pressReleases_detail.php?news_id=69 をご覧ください。 
 

2. 本対象物件 
GLP 昭島、GLP 三郷Ⅱ、GLP 舞洲Ⅱ、GLP 尼崎、GLP 富谷及び GLP 基山の計 6 物件 

 
3. 今後の見通し 
 本件屋根の貸賃料の発生は平成 25 年 9 月以降を予定しており、平成 25 年 1 月 17 日付で公表した平成 25
年 8 月期（平成 25 年 3 月 1 日~平成 25 年 8 月 31 日）における本投資法人の運用状況の予想に与える影響は

ございません。 
 
 
 

http://www.glprop.co.jp/pressReleases_detail.php?news_id=69


 
 
（注） 
本合意書の相手先である GLP は資産運用会社である GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社の株式を 98%保有する

親会社であり、投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人等及び資産運用会社の自主規程（利害関係人取

引規程）に定める利害関係人等に該当します。そのため、自主規程に従い、コンプライアンス委員会の承認並びに投資

委員会における審議及び決定を経ております。なお、GLP は 2013 年 4 月 1 日付で社名を GL プロパティーズ株式会社

からグローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社に変更しております。 
 

以 上 
＊本投資法人のホームページアドレス ： http://www.glpjreit.com 

http://www.glpjreit.com/

